
宮城県公安委員会の公印の使用及び保管等に関する訓令

昭和３４年１０月６日

宮城県警察本部訓令第１１号

宮城県公安委員会の公印の使用及び保管等に関する訓令を次のように定める。

宮城県公安委員会の公印の使用及び保管等に関する訓令

第１条 この訓令は、宮城県公安委員会公印規程（昭和３４年宮城県公安委員会規程第１

号）第３条の規定に基づき、県公安委員会の公印（以下「公印」という ）の使用、保。

管その他必要な事項を定めることを目的とする。

第２条 公印の管理責任者（以下「管理責任者」という ）は、総務部長の職にある者と。

し、県公安委員会において使用するすべての公印の管理について、その責に任ずる。

第３条 公印の保管責任者は、別表のとおりとし、その使用、保管等の責に任ずる。

第４条 公印の使用、保管及び取扱いについては、宮城県警察公印規程（昭和３４年宮城

県警察本部訓令第１０号）第４条及び第６条から第１２条までを準用する。

第５条 保管責任者は、公印を改刻又は廃止したときは、当該公印を速やかに管理責任者

に引き継がなければならない。

２ 管理責任者は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、当該公印の改刻又は廃止の

日から次に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、廃棄処分するものとする。

(1) 県公安委員会印及び委員長印（専用公印を除く。 ） １０年

(2) 前号以外の公印 ５年

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、昭和３４年１０月１日から適用する。

附 則（昭和３５年１２月２０日本部訓令第1９号）

この訓令は、公布の日から施行し、昭和３５年１２月２０日から適用する。

附 則（昭和３８年５月１４日本部訓令第４号）

この訓令は、昭和３８年５月１４日から施行し、昭和３８年４月１日から適用する。

附 則（昭和４０年７月１０日本部訓令第３号）

この訓令は、公布の日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。

附 則（昭和４１年１２月２１日本部訓令第８号）

この訓令は、昭和４２年１月１日から施行する。

附 則（昭和４２年３月３日本部訓令第２号）

この訓令は、昭和４２年４月１日から施行する。

附 則（昭和４３年３月２６日本部訓令第３号）

この訓令は、昭和４３年４月１日から施行する。

附 則（昭和４４年４月１６日本部訓令第１０号）

この訓令は、昭和４４年４月１６日から施行し、昭和４４年４月１日から適用する。

附 則（昭和４５年４月６日本部訓令第３号）

この訓令は、昭和４５年４月６日から施行し、昭和４５年３月１５日から適用する。

附 則（昭和４９年８月１３日本部訓令第６号）

この訓令は、昭和４９年８月１３日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。

附 則（昭和５０年９月２日本部訓令第８号）



この訓令は、昭和５０年９月２日から施行し、昭和５０年８月１日から適用する。

附 則（昭和５４年８月２５日本部訓令第５号）

この訓令は、公布の日から施行し、昭和５４年４月１日から適用する。

附 則（昭和５４年８月２４日本部訓令第６号）

この訓令は、昭和５４年８月２４日から施行する。

附 則（昭和６１年５月１２日本部訓令第４号）

この訓令は、公布の日から施行し、昭和６１年３月２２日から適用する。

附 則（平成元年５月３０日本部訓令第８号）

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。

附 則（平成４年２月６日本部訓令第３号）

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則（平成５年８月２７日本部訓令第１２号）

この訓令は、平成５年８月２７日から施行する。

附 則（平成６年３月２８日本部訓令第６号）

この訓令は、平成６年３月２９日から施行する。

附 則（平成６年１０月３１日本部訓令第１３号）

この訓令は、平成６年１１月１日から施行する。

附 則（平成８年３月２２日本部訓令第５号）

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。

附 則（平成１３年３月２６日本部訓令第１１号）

この訓令は、平成１３年３月２６日から施行する。

附 則（平成１４年１月１１日本部訓令第１号）

この訓令は、平成１４年１月１１日から施行する。

附 則（平成１４年９月２４日本部訓令第２４号）

この訓令は、平成１４年１０月１日から施行する。

附 則（平成１６年３月２３日本部訓令第９号）

この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年１１月３０日本部訓令第２２号）

この訓令は、平成１７年１月１日から施行する。

附 則（平成１７年６月１５日本部訓令第１６号）

この訓令は、平成１７年７月１日から施行する。

附 則（平成１８年３月２４日本部訓令第６号）

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年３月２１日本部訓令第３号）

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、同年３

月２６日から施行する。

附 則（平成２６年１１月２６日本部訓令第２１号）

この訓令は、平成２７年１月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月２０日本部訓令第８号）

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。



附 則（平成２９年３月１７日本部訓令第４号）

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年５月１０日本部訓令第１９号）

この訓令は、平成３０年６月１日から施行する。

附 則（令和２年１月２４日本部訓令第１号）

この訓令は、令和２年１月２４日から施行する。

附 則（令和５年３月１６日本部訓令第５号）

この訓令中第８条及び第９条の規定は令和５年３月２４日から、第１条から第７条まで

及び第１０条の規定は令和５年４月１日から施行する。



別表（第３条関係）

一 般 公 印

公 印 の 名 称 保 管 責 任 者

宮城県公安委員会印

総務部総務課長

宮城県公安委員会委員長印

専 用 公 印

公 印 の 名 称 保 管 責 任 者

宮城県公安委員会身分証明事務専用印 総務部総務課長

生活安全部生活安全企
画課長、生活安全部少
年課長、生活安全部生宮城県公安委員会保安事務専用印
活環境課長及び各警察
署長

生活安全部生活安全企
画課長、生活安全部少
年課長、生活安全部生宮城県公安委員会保安事務専用認印
活環境課長及び各警察
署長

生活安全部生活安全企
画課長及び各警察署長

宮城県公安委員会保安事務専用圧印

刑事部組織犯罪対策局
暴力団対策課長

宮城県公安委員会刑事事務専用印

刑事部組織犯罪対策局
暴力団対策課長

宮城県公安委員会刑事事務専用認印

交通部交通企画課長、
交通部交通規制課長、

宮城県公安委員会交通事務専用印 交通部交通指導課長、
交通部運転免許課長及
び各警察署長

交通部運転免許課長及
宮城県公安委員会交通事務専用認印 び各警察署長

交通部交通指導課長及
宮城県公安委員会交通事務専用圧印 び交通部運転免許課長

宮城県公安委員会交通事務専用契印 交通部交通企画課長


